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第5章 放送及び有線放送

第1節 概 況

1放 送

我 が 国 の放 送 はNHKと 民 間放 送 とに よ って 行 われ てお り,放 送 の種 類 と

しては,中 波 放 送,短 波放 送,超 短 波 放 送(FM放 送)及 び テ レビ ジ ョソ放

送が あ る。

国 内放 送 に つ い て は,49年 度 末 現 在,放 送事 業 者 数 は,NHKの ほか 民 間

放送 が108社 あ り,こ れ らの放 送 事 業 者 が 開設 す る放 送 局 数 は6,906局 とな

っ てい る。放 送 局 数 の 内訳 は,中 波 放 送 局483局,短 波 放 送 局2局,超 短 波

放 送 局451局,テ レビ ジ ョン放 送 局5,970局 で あ る。 また,民 間放 送108社

の内訳 は,ラ ジオ ・テ レ ビ兼 営 社36社,テ レビ単 営 社54社,ラ ジオ単 営 社18

社 で あ る。

この よ うに,今 日我 が 国 の 国 内放 送 は 目覚 ま しい普 及 を 遂 げ て い るが,辺

地 には い まだ テ レビ ジ ョン放 送 を視 聴 す るこ とが で きな い世 帯 が 残 っ て お

り,ま た,最 近 で は高 層建 築 物 等 に 起 因 す る テ レ ビジ ョン放 送 の受 信 障 害 が

増 加 しつ つ あ る。

一 方
,国 際 放 送 は,NHKが ニ ュー ス,国 情 紹 介 等 を短 波帯 の周 波 数 を 使

用 して,21の 言 語 で1日 延 べ37時 間 にわ た り,18の 特 定 の 区域 向 け の放 送 及

び ジ ェネ ラル ・サ ー ビス(全 世 界 向 け)を 実 施 し てい る。

2有 線 放 送

有 線放 送 は,有 線 ラ ジ オ放 送 と有線 テ レ ビジ ョン放 送 とに大 別 され る。 有

線 ラ ジオ放 送 施 設 の数 は,49年 度 末現 在7,650施 設 で あ るが,こ の うち1,373

施 設 は,電 話 の普 及 の遅 れ てい る農 山漁 村 に お い て有 線 ラ ジオ放 送 業 務 に 電
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話業務を併せ行っている有線放送電話である。

有線テレビジョソ放送は,主 として辺地におけるテ レビジ認ン放送の共同

受信施設として普及してきたが,最 近では高層建築物等によるテレビジョン

放送の受信障害の解消手段としても広 く利用されるようになっている。

48年1月1日 から有線テレビジョン放送法が施行され,引 込端子数 が501

以上の大規模な有線テレビジョン放送施設の設置については,郵 政大臣の許

可を要することとなり,49年 度末現在における許可施設の数は156施 設(設

置済み155施 設)で ある。

また,引 込端子数が51以上で500以 下の施設及び50以下の施設で自主放送

を行 うものは,業 務の開始の届出を要することとされているが,49年 度末現

在の届出施設の数は7,514施 設である。

第2節 放 送

1放 送網の形成

(1)放 送局の置局

ア.中 波放 送

NHKに つ い て は,第1放 送 及 び第2放 送 の2系 統 の放 送 の実 施 が 可 能 と

な る よ うに して い る。 第1放 送 は報 道,教 育,教 養,娯 楽 の各 分 野 の番 組 を

放 送 し,第2放 送 は 教 育 番組 を 中心 と した 全 国 同一 番 組 の放 送 を行 うこ と と

して い る。 民 間 放 送 に つ い て は,主 要 な地 域 に おい ては 複 数 の放 送 が,そ の

他 の地 域 に おい て は1の 放 送 が可 能 とな る よ うに して い る。

周波 数 は,525kHzか ら1,605kHzま で の周 波数 を使 用 して い る。

イ.短 波 放 送

NHKに つ い ては,国 際 放 送 の 実 施 が 可 能 とな る よ うに し,民 間 放 送 につ

い て は,1社 に 対 し全 国 放 送 の実 施 が 可 能 とな る よ うに して い る。

周 波 数 は,3,5,6,7,9,11,15及 び17MHz帯 の各 周 波 数 を 使用 して い る。
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ウ.超 短 波 放 送

NHKに つ い て は,全 国1系 統 の放 送 の実 施 が 可 能 とな る よ うに し,民 間

放送 に つ い て は,東 京,名 古 屋,大 阪及 び福 岡 の4地 区 に おい て,超 短 波 放

送 の特 質 を 生 か した放 送 の実 施 が 可 能 とな る よ うに して い る。

周波 数 は80MHz帯 の周 波 数 を使 用 して い る。

エ .テ レビ ジ ョン放 送

NHKの 放 送 に つ い ては,総 合 番組 局 の放 送 及 び 教 育専 門局 の放 送 が それ

ぞれ全 国的 に 可 能 とな る よ うに し て い る。

民間 放 送 に つ い て は,次 の放 送 が 可 能 とな る よ うに して い る。

① 京 浜 広 域 圏,中 京 広域 圏,京 阪 神 広 域 圏,北 海 道,宮 城 県,広 島 県 及 び

福 岡 県に お い て は4以 上 の放 送 。 た だ し,京 浜,中 京及 び京 阪 神 の広 域 圏

内 の各 県(東 京 都,愛 知 県及 び大 阪 府 を 除 く。)にお い て は,そ のほ か に 県

の区域 ごとに1の 放 送

② 新 潟県,長 野 県 及 び 静 岡 県 にお い て は3の 放 送

③ 上記(ア)及び(イ)以外 の 地 域 に おい ては,県 の区 域 ご とに2の 放 送(鳥 取 県

及 び 島根 県に お い て は,こ れ らを併 せ た地 域 で3の 放 送)

周 波数 は,VHF帯12ch(第1～ 第12ch),UHF帯50ch(第13～ 第

62ch)合 計62chを 使 用 す る こ と と して い る。

(2)放 送 局 の 設 置 状 況

49年 度 末現 在 に お け る放 送 局 の設 置 状 況 は 第2-5-1表 の とお りで あ る。

なお,48年10月,テ レビ ジ ョン放 送 用 周 波 数 の 第1次 割 当計 画表 の一 部 が

修正 され,49年5月31日 ㈱ テ レビ新 広 島(広 島)に,ま た,49年9月27日 ㈱

東 日本放 送(仙 台)に 対 し,テ レビジ ョン放 送 局(UHF)の 予備 免許 が そ

れ ぞれ 与 え られ た 。

2放 送 時 間

(1)NHK

49年度における中波放送,超 短波放送及びテレビジョン放送の放送事項別
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第2-5-1表 放送局 の設置状 況

(49年 度末現在)

区 別
NHK 民 間 放 送

区 別 隔 数 社 数1局 数
局数合計

第1放 送 173

中 波 放 送 第2放 送 141 49 169 483

十
一一一曽
口

314

国内放 送 1 2

短 波 放 送 国際放 送 1 3

十
曽言
ロ 1 1 2

超 短 波 放 送 444 4 7 451

テ レビジ ョ ン放 送

総合番組局 2,095

90 1,812 5,970教育専門局 2,063

計 4,158

合 十
二
=
口 4,917 1,9906,907

(注)1.局 数 は中継 局数 を含む 。

2.民 間放送 の社数 は,予 備免許 中のもの2社 を含む 。

放 送 時 間 は,第2-5-2表,第2-5-3表 及 び 第2-5-4表 の と お りで あ る。

事 項 別 の放 送 時 間 の 比 率 を前 年 度 と比 較 す る と,中 波 放 送,超 短 波放 送 及

び テ レ ビジ ョン放 送 と も番組 改 定 等 に よ り若 干 の変 化 が あ っ た 。

なお,テ レビ ジ ョン放 送 の放 送 時 間 につ い ては,資 源 ・エ ネ ル ギ ー節 減 の

た め の 臨 時措 置 と して年 度 当初 か ら9月8日 まで は1日 当 た り総 合約1時 間

40分,教 育 約1時 間50分 そ れ ぞれ 短 縮 し,9月9日 か ら年 度 末 まで は1日
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当た り総 合 約45分,教 育約30分 それ ぞれ 短 縮 した ことに よ って,1週 間平 均

放送時 間 が 前 年 度 に 比 べ減 少 して い る。

第2-5-2表NHKの 中波放送番組の放送事項別放 送時間及び比率

区

別

第

一

放

送

第

二

放

送

放
送
事
項

報 道

教 育

教 養

娯 楽

十畳肖

教 育

教 養

報 道

計

48年 度

1週間平
均放送時
間

時 間 分

5820

348

4211

2926

13345

1072

1533

655

12930

放送時間

比 率

%

43.6

2.8

31.6

22。O

lOO,0

82.7

12.0

5.3

100.0

1日 当た

り平均放
送時間

時間 分
196

1830

49年 度

1週間平
均放送時
間

放送時間

比 率

騨 、,分1、 。,%
1

3412.8

423031.9

3325125・ ・

133㌔10"0

9858

[742

1250

12930

76.4

13.7

9.9

100。O

1日 当た

り平均放
送時間

時間 分
194

1830

「放送番組統 計」(NHK)に よる。

第2-5-3表NHKの 超短波放送番組の放 送事項 別放送時間及び比率

48年 度 49年 度

放送事 項 1週間平
均放送時
間

放送時間

比 率

1日 当た
り平均放

送時間

均謝
間

放送時間

i比 率

1日 当た

り平均放
送時間

報 道

教 育

教 養

娯 楽

計

時 間 分

1826

951

6113

3718

12648

%
14.5

7.8

48.3

29.4

100.0

時間 分
187

時 間 分

1757

951

6544

3243

12615

%
14.2

7.8

52.1

25.9

100.0

時間 分
182

「放送番 組統計 」(NHK)に よる。
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第2-5-4表N皿Kの テ レビジ ョン放送番組の放送事項別放送時 間

及び比率

区

平
時

間
送

週
放

-
均
間

放
送
事
項

48年 度 49年 度

別

放送時間

比 率

た
放

当

均
間

日
平

時

1
り
送

1週間平 放送時間
均放送時
間 比 率

1日 当た

り平均放

送時間

総

合

番

組

局

報 道

教 育

教 養

娯 楽

計

時 間 分

4429

1231

4245

251

12446

%
35.7

10.0

34.3

20.O

lOO.0

'17時 間49'

分,う ち

17時 間48

分 が カ ラ

、一放 送,

時 間 分

4354

1634

3257

269

11934

%
36.7

13.8

27.6

21.9

100.0

'17時 間5'

分,う ち

17時 間4

分が カ ラ

、一放 送,

12

47

8

7

皿

20

旧

育

養

道

計

教

教

報

教

育

専

門

局

83.0

16.9

0.1

100.O

17時 間3510038

分,う ち1742

5時 間9

分 が カ ラ11

一放 送11831

84.916時 間56

15.0分 ・ うち

5時 間37

α1分 が カ ラ

100.0一 放 送

「放送番組統 計」(NHK)に よる。

(2)民 間 放 送

49年度における中波放送,超 短波放送及びテレビジョン放送の放送事項別

放送時間比率は,第2-5-5表 及び第2-5-6表 のとお りである。

各放送の種類ごとの1日 当た りの放送時間は,前 年同期と大きな変化はな

いが,テ レビジョン放送の放送時間については,48年11月 資源 ・エネルギー

節減のため郵政大臣か ら午前零時以後の放送の自粛要請が出され,49年 度当

初は全社平均で36分間短縮された。また,49年9月 この要請が撤廃された後

も"資 源 とエネルギーを大切にする運動"に 対する協力によって年度末には

自粛前に比べ17分 間短縮されている。

また,各 放送の種類 ごとの 放送番組のうち教育番組及び 教養番組を合わ

せた時間比率は,ラ ジオ放送25.7%(前 年同期25.6%),テ レビジョソ放送

37.4%(同38.0%)で あって前年同期と大きな変化はな く,商 業番組の占め
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第2-5-5表 民間放送のラジオ放送番組の放送事項別放送時間比率
一

放送 事項

1

49年 第1期(1月 ～3月) 50年 第1期(1月 ～3月)

商業翻1自 主翻1全 放送翻 商業翻1自 主翻 瞬 送翻

報

教

教

娯

音

道

育

養

楽

楽

ス ポ ー ツ

広 告

そ の 他

%
14.1

6,3

19.6

12.6

44.6

1.4

1.2

0.2

十
畳
一
ロ

100.0

商業 ・自主
番組 の比率

74.5
(54.1)

%
ll.6

4.4

20.5

14.7

47.7

0.5

0.2

0.4

100.0

25.5
(45.9)

%1
13.5
(4.8)

5.8
(10.9)

19.8
(32,0)

13.1
(0.1)

45.4
(51.8)

1.2

0,9

0.3
(0,4)

100.0
(100.0)

100.0
(100.0)

%
13.9

6.2

21.1

13.1

42.8

1.6

1.1

0.2

100.0

73.6
(56.7)

%
10.4

3.5

17.6

16,6

50,7

0.6

0.3

0.3

100.0

26.4
(43.3)

%
13.0
(5.2)

5.5
(10.2)

20.2
(33.3)

14.0
(o.1)

44.9
(50.9)

1.3

0.9

0.2
(0.3)

100.O
(100.0)

ioO.0
(100.0)

「番組統計」(日 本民間放送連盟)に よる。

(注)1.中 波放送,短 波放送及び超短 波放送 の合計53社 の平均 である。

2.「 商業番組」 とは,放 送番組 の うち広告主に売 られてい る番組 をいい,

「自主番組」 とは,そ の他の番組 をい う。

3.「 全放送番組」 の欄及び 「商業 ・自主番組 の比率」の欄におけ る()

内は,超 短波放送 の4社 平均の再掲である。

る比率 も前年同期と大きな変化はない。

なお,広 告主の産業種別比率は第2-5-7表 のとお りであって,前 年同期

と大きな変化がなく,ラ ジオ放送及びテレビジョン放送とも製造業が最高位

を 占め て い る。
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第2-5-6表 民間放 送のテ レビジ ョン放 送番組 の放送事項 別放送時間比率

49年 第1期(1月 ～3月)50年 第1期(!月 ～3月)

放 送 事 項

商業翻1自 主翻 瞬 送翻 離 翻 自主番組 全放送翻

報 道

教 育

教 養

娯 楽

ス ポ ー ツ

広 告

そ の 他

%
11.1

11.7

26.1

47.9

2.6

0.5

0.1

%
13.4

16.8

21.6

41.6

2.0

0.7

3.9

%%%死
11,410,814,111.3

12,311,515,612.1

25,625,822,225.3

47,148,742,847.8

2.62.72,32.7

0.50.40,40.4

0.50唇12.60.4

十
一ヨ
ロ 100.OlOO,OlOO.OlOO.0100.OlOO.0

商業 ・自主
番組 の比率

87.4 12.6100.0 85.9 14.1 100.0

「番組統計」(日 本民間放送連盟)に よる。

(注)1,49年 については,テ レビジ司ン放送 の87社 の平均 であ り,ま た50年 につ

いては同88社 の平均 であ る。

2.「 商業番組 」 とは,放 送番組 の うち広告主に売 られ てい る番組をいい,

「自主番組 」 とは,そ の他 の番組をい う。

3放 送の受信状況

NHKが49年11月 に行った全国聴視率調査によれぽ,テ レビジョン放送

(NHK及 び民間放送)に 対する国民の接触率(テ レビジョン放送を少 しで

も見た人の割合)は,平 日93%で ほとんどの国民が何 らかの形でテ レピジ・

ン放送を見ていることを示 している。また,視 聴時間は1日 平均3時 間38分

に及んでいる。一方,ラ ジオ放送に対す る国民の接触率は平 日29%で あり,

テレビジョン放送に比較 して国民の接触率は低 く,聴 取時間も少ないが,ラ

ジオ放送は聴取者態様の変化に対応することによって,安 定した聴取状況を
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第2-5-7表 広告主の産業種別放送時間比率

分 類

農 林 漁 剰

鉱 業 ・建 設 業

製 造 剰

商 剰

金 融・保 険 剰

融公藩 桑そ例

サ ー ビ ・ 剰

務公
業産の他のぞ

計

そ の 他 の 食 料 品版

繊維紡績その他の製品

化 粧 品
肥料その他の化学製品

械
そ の 他 の 製 造 品

百 貨 店
そ の 他 の 商 業

金 融 ・ 証 券
保 険

事
の

益
運
公
そ

輸
業
他

映画劇場及 び興 行
教
非
案
旅
そ

営 利 団内 代
理

の

育
体
業
館
他

49年 第1期

(1月 ～3月)

50年 第1期

(1月 ～3月)

ラ ジオ テ レ ビ ラ ジオ テ レ ビ
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8

3

0

3
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8

0
3

1

1

4

3

4

3

2

2

0

6
6

7

…ll・ ・

2.7

22.2

2.l

I5.5

・・ レ ・

3

2

2

0

3。8

2

4

2

2

1

0

0

0

2。1

0

8

3

1

0

0

1・ ・1…

2

3

3
0

4

3

1

2

2
2

1

4

1.4

0.7

100.O

8

2

7
9

6

7

0

0

0
0

1

2

3
　

2

2ゆ3

0　OOl

・・ レ ・・

…i63・8

」

1.4

4.5

4.5

4.6
1.6

2.0

2.6

0.7

6.3

17.6

7.1

3.0

6.8

12.3

0.7
2.3

6.4
12.0

1.3

0.1

12.0

6.9

・5・・116・7

2.5
22.9

2.O

l4.7

2.61.6

2.1

0.5

0.8

0.8

3.62.1

2.1

1.2

0.3

1.0

0.8

0.3

12・ 。1…

1

0.9

L6

2.5

L4

L3

4.3

0.8

0.3

0.7

0.6

1.5

2.7

1.7 2.7

0.5 3.9

lOO.0 且00.0

「番組統計」(日 本民間放送連 盟)に よる。

(注)49年 については,中 波放送,短 波放送及び超短波放送 の合計53社 並びに テレ
ビジョン放送 の87社 全体の平均 であ り,ま た,50年 については,同53社 及び同

88社 の平均であ る。
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保 っ て い る(第2-5-8表 及 び第2-5-9表 参 照)。

NHKの 受 信 契 約 数 は 第2-5-10表 の とお り逐 年 増 加 し,49年 度 末 現在

第2-5-8表 テ レビ ・ラジオ接触者率の変化

(全国,7歳 以上の国民)

調 査 年 月 46.11 47,647.10 48.6 48.1149,11

テ

レ

ビ

平 日
%

96
%

94
%

95
%

95
%

95
%

93

日 曜 95 93 94 93 94 96

ラ

ジ

オ

平 日 29 30 30 31 30 29

日 曜 21 22 21 23 21 21

「全 国聴視率調査」(NHK)に よる。

第2-5-9表 テ レビ ・ラジオ平均聴視時間量

(全国,7歳 以上 の国民)

区 別 調査年月 午 前 午 後 夜 間 一 日

テ

レ

ピ

ラ

ジ

オ

平 日
48.11

49.11

時 間 分
47

47

時 間 分

39

45

時間 分
20

26

時 間 分
326

338

日 曜
48,11

49.11

Q
/

7

∠
」

FO

15

3i

213

221

417

449

平 日

48.Il

49.11

14

15

3

3

8

9

「0

6

3

dO

日 曜
48.ll

49.11

11

12

Q
/

9

6

6

6

7

2

2

「全 国 聴 視 率 調 査 」(NHK)に よる 。

(注)午 前6:00～12:00,午 後12:00～18:00,夜 間 18:00～24:00
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普通 契 約520万9,702件,カ ラ ー契 約2,054万3,694件,合 計2,575万3,396件 と

なっ てい る。

なお,47年3月 を境 に カ ラー契 約 数 が 普 通契 約 数 を 上 回 り,引 き続 き毎 月

カラー契 約 数 は 増 加 し,普 通契 約 数 は 減 少 の傾 向 をた どっ て い る。

第2-5-10表NHKの 受信契約者数の推移

年度末

4
.

只
)

6

7

8

9

4

4

4

4

4

4

普 通 契 約

契 約 数 普及率

18,091,748

15,155,931

11,725,975

8,802,517

6,589,370

5,209,702

%
75.1

63.0

42.1

31.4

23.4

18.6

カ ラ ー 契 約

契 約 剃 普鄭
%

3,995,800

7,662,636

11,794,279

15,630,946

18,335,615

20,543,694

16.6

31.8

42.3

55.6

65,3

73.1

計

契 約 刎 普及率

%
22,087,548

22,818,567

23,520,254

24,433,463

24,924,985

25,753,396

91.7

94.8

84.4

87.0

88.7

91.7

(注)1.「 普 通契約 」 とは,テ レビジ 司ン放送 のカラー受信を除 く放送受信契約

をいい,「 カラー契約」 とは,テ レビジョソ放送の カラー受信 を含む放送

受信契約をい う。

2.46年 度において普 及率が大幅に低下 したのは,普 及率の算定 に当た り,

45年 度以前は40年 の国勢調査に よる世帯数 を,46年 度以降は45年 の国勢調

査に よる世帯数を用 いたためであ る。

4テ レビジ ョン放送の難視聴解消

(1)難 視聴の現状

ア.辺 地におけるテ レビジqン 放送の難視聴

現在,全 国的にはほとんどの地域で放送を受信できるようになっている。

それだけに一部の地域における放送を受信できない世帯の存在が目立ってき

た。特にテレビジョン放送の難視聴については,テ レビジョン放送が国民の

日常生活に不可欠なものとなった今日,重 要な課題となっている。49年度末
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現在NHKに ついては難視聴世帯数は,全 国で約91万 世帯,民 間放送につい

ては約230万 世帯と推定されている。

イ.都 市におけるテレビジョン放送の受信障害

近年,高 層建築物,高 架鉄道,高 架道路,送 電線等によりテ レビジョン放

送電波がさえぎられた り,反 射した りするために,テ レビジョン放送が見え

に くくなる現象が増加している。

高層建築物等によって電波の直接波がさえぎられること,あ るいは高層建

築物等による電波の反射波が生ずることが原因となって,画 面にスノー ・ノ

イズと呼ぼれる細かいはん点が現れた り,ゴ ース トと呼ぼれる多重像が現れ

たりする。

第2-5-11図 高層建築物等によ る受信障害 概念図

反射障宝

高架道路等による障害地域

都市内では,高 層建築物や高架道路等が多 く,こ れ らの原因が複合して全

体的にテレビジョン放送の映 りが悪いところが増えている。高層建築物等に

よってテレビジョン放送の映 りが悪 くなる現象を通常は都市受信障害といっ

ている。

49年度末現在,高 層建築物等によって生 じているテレビジョン放送の受信
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障害世帯数は全国で約44万 世帯と推定されている。

(2)難 視聴の解消

辺地の難視聴の解消については,中 継局及び共同受信施設の設置により措

置している。NHK及 び民間放送の辺地難視聴解消の年度別措置状況は 第2

-5-13表 及び第2-5-14表 のとおりである
。

第2-5-12図 辺地共同受信施設概念図

受 信ア ンテナ

第2-5-13表NHKの 年度別辺地難視聴解消措 置状況

年 度

5

6

7

8

9

4

4

4

4

4

中継局設置地区数

240

220

220

222

199

共同受信施設設置数

800

1,000

1,010

1,010

900

第2-5-14表 民間放送の年 度別 中継局設置状況

年 度

中継局建設局数

44

195

45

191

46

170

47

i44

48

191

49

199
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難視聴の解消は,世 帯のまとまりの大きい地域から順次行われている。N

HKの 場合数百世帯のまとまりのものはほとんど中継局の設置又は共同受信

施設の設置により措置されており,高 層建築物等に よる受信障害の解消にっ

いては,原 因者責任の建前で,原 因者(ビ ルの建築主,所 有者等)が 経費を

負担して共同受信施設を建設 した り,個 別のアンテナの改善を行 うなどの措

置を講ずるのが通例 となっている。

しかしながら,今 後辺地の難視聴の解消は,少 数世帯を対象とするケース

が多 くなることもあって,技 術的,経 営的に種々の困難な問題があると予想

される。また高層建築物等による受信障害の解消についても,今 後高層建築

物等の増加に伴 う受信障害の態様の複雑化により,そ の解決が困難になると

予想される。

一方,最 近地方公共団体の中には,中 高層建築物の建築に関する指導要綱

又は環境保全に関する条例を定め,そ の中で中高層建築物による受信障害に

ついて建築主に対 し相応の対応策を講ずべきことを求めているところが年々

多 くなっている状況にある。

これらの事情にかんがみ,郵 政省においては,48年 度に学識経験者等から

成る 「テレビジョン放送難視聴対策調査会」を設置し,同 調査会において,

これらの難視聴の実態,難 視聴解消の技術的方策,難 視聴解消の費用負担に

関する問題点,難 視聴解消に関する法制上の問題点を調査 し,そ の結果が50

年8月 に取 りまとめられたところであ り,そ の内容は総論においてふれたと

お りである。

5放 送大学(仮 称)の 設置構想

放送媒体を主たる教育手段として国民各層に広 く高等教育を開放しようと

する新 しい形態の大学 として,放 送大学(仮 称)の 構想がある。これは,こ

れまで時間的,地 理的,更 には年齢的制約があるため,高 等教育を受ける機

会に恵まれなかった勤労青年や社会人に対 して,放 送その他の媒体を総合的

に活用した新しい方法,形 態の高等教育を提供 しようとするものである。
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文部省に設置された放送大学(仮 称)設 置に関する調査研究会議は,48年

3月 に放送大学(仮 称)の 基本構想の中間まとめを発表 したが,そ の後1年

間の調査研究の結果,49年3月,「 放送大学(仮 称)の 基本構想」を発表し

た。この構想で述べられている事項のうち,放 送利用に関する事項の概要に

ついては,次 のとお りである。

なお,こ の基本構想を基 として,更 に,新 大学の創設に必要な事項につい

て準備調査が行われているところである。

① この大学は,特 殊法人とすること。

② 大学が放送局の免許を受け,番 組の制作及び放送のための人員,施 設を

持つこと。

③ 放送番組を制作する組織は,学 長の統括の下に置 くこと。

④ 放送番組審議機関を置 くこと。

⑤ 大学の教育内容は,電 波により直接一般国民にも視聴 されるので,政 治

的に公平であることが要請される。これを学内の組織において確認できる

ような工夫をする必要があること。

6多 重 放 送

国民の情報需要にこたえるとともに,有 限である電波の効率的使用を図る

ための一方策として,既 存のテレビジョン放送や超短波放送(FM放 送)の

電波にその放送とは別の情報を重畳して放送を行 う多重放送(テ レビジョン

放送の音声多重,静 止画,字 幕,フ ァクシミリ等及びFM放 送の音声信号,

4チ ャンネルステレオ,フ ァクシミリ等)の 実施について調査研究を行 うた

め,郵 政省においては,49年7月 に学識経験者11名 から成る 「多重放送に

関する調査研究会議」を設置し,多 重放送に関する需要動向調査,多 重放送

の種類とその実用化に関する調査研究及び多重放送実施に伴 う放送体制の在

り方に関する研究について,50年 度末を 目途に検討を進めているところであ

る。

49年度において同調査研究会議は,外 国事情,多 重放送機器の開発実験状
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況,多 重 放 送 の 市場 性,利 用 分 野,利 用 方 法,需 要 動 向等 につ い て多 角 的 な

調 査 研 究 を重 ね た が,50年 度 に お い て は,こ れ らにつ い て更 に 引 き続 き調査

研 究 を 行 う と と もに,多 重 放 送 の実 施 主 体 と放 送 体 制,法 制 等 制 度 面 に っい

て 調 査 研 究 を行 うこ と と して い る。

7国 際 放 送

国 際放 送 に は,郵 政 大 臣 の命 令 に よ る国 際 放 送 とNHKの 業 務 と して の国

際 放 送 とが あ り,NHKは これ らを 一 体 と して 行 って い る。

放 送 番 組 は,ニ ュー ス等 報 道 番 組 が 約64%で そ の大 半 を 占め,次 い で 国情

紹 介 番 組 が約31%と な っ て い る。 使 用 周 波数 帯 は6MHz～17MHzで あ る。

49年 度 に お け る 国際 放 送 の実 施 状 況 の 概 要 は 次 の とお りで あ る。

(1)放 送 区 域(18)

欧 州,欧 州(ロ シ ア),北 米 東 部,北 米 西 部,中 米,ア フ リカ,中 東 ・北

ア フ リカ,南 米,ハ ワイ,ア ジ ァ大 陸(北 部),ア ジ ア大 陸(中 部),ア ジァ

大 陸(南 部),大 洋 州,東 南 ア ジ ア,南 西 ア ジ ア,フ ィ リピ ン ・イ ン ドネシ

ア,東 ア ジ ア,朝 鮮

こ のほ か全 世界 向 け の ジ ェネ ラル ・サ ー ビスが あ る 。

(2)放 送時 間1日 延 べ37時 間

区 域別 放 送(放 送 区 域18)延 べ23時 間30分,ジ ェネ ラル ・サ ー ビス13時 間

30分 で あ る。

(3)使 用語(49年 度 末 現 在21)

英 語,ド イ ツ語 フ ラ ンメ 語,ス ウ ェ ーデ ン語,イ タ リア語,ス ペ イ ン

語,ポ ル トガル語,ロ シ ア語,中 国語,イ ソ ドネ シ ア語,マ レー語 ,タ イ

語,ビ ル マ語,ヴ ィエ トナ ム語,ヒ ンデ ィ語,ウ ル ドウ語,ベ ン ガル語,ア

ラ ビア語,ス ワ ヒ リ語,朝 鮮 語,日 本 語
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8事 業 経 営 状 況

(DNHK

ア.事 業 収 支 状 況

49年 度 の収 支 決 算 は第2-5-15表 の とお りで あ る。 これ に よる と,49年 度

第2-5-15表NHKの 損 益計算書

(単位:百 万円)

区 別

経 常 事 業 収 入

受 信 料

交 付 金 収 入

雑 収 入

経 常 事 業 支 出

給 与

国 内 放 送 費

国 際 放 送 費

営 業 費

調 査 研 究 費

管 理 費

減 価 償 却 費

財 務 費

経常事業収支差金

特 別 収 入

特 別 支 出

事 業 収 支 差 金

48年 度

118,723

116,010

204

2,509

119,679

41,669

30,100

791

13,315

1,875

12,563

16,332

3,034

△956

31,549

12,724

17,869

49年 度

125,786

122,474

293

3,019

129,834

49,776

31,074

811

14,732

1,711

14,305

13,934

3,491

△4,048

1,036

1,011

増 △ 減

7,063

6,464

89

510

10,155

8,107

974

20

1,417

△164

1,742

△2,398

457

△30,513

△ll,713

砺 一「 一二
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の経 常 事 業 収 入は,1,258億 円 であ り,前 年 度 に 比 べ71億 円 の増 加 とな って

い る。 この うち,そ の大 部 分 を 占め る受 信 料 収 入 は1,225億 円 で前 年 度 に比

べ65億 円増 で あ り,普 通 受 信 料 収 入は197億 円,カ ラー受 信 料 収 入 は1,028

億 円 とな っ て い る 。

一 方 ,経 常 事 業 支 出は,1,298億 円で あ り,前 年 度 に 比 べ102億 円 の増加

とな っ て い る 。 こ の内 訳 は,給 与498億 円,国 内 放 送 費311億 円,国 際放 送

費8億 円,営 業費147億 円,調 査 研 究 費17億 円,管 理 費143億 円,減 価 償却

費139億 円及 び財 務 費35億 円 で あ る。

この 結 果,経 常 事 業 収 支 にお いて は,40億 円 の支 出 超 過 と な った 。

また,経 常 事 業 収支 の推 移 は第2-5-16表 の とお りで あ り,こ れ に よる

と,事 業 収支 状 況 は年 々悪 化 し てお り,特 に47年 度 か らは 支 出 超 過 とな っ て

い る。

イ.資 産,負 債 及 び資 本 の状 況

49年 度 末 に お け る貸 借 対 照 表 の概 要 は 第2-5-17表 の と お りであ り,そ の

第2-5-16表 NHKの 事業収支(決 算額)の 推移

(単位:百 万円)

＼ 区 別

年翻 ＼
経 常事 業 収 入 経 常事 業 支 出 経常事業収支差金

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

71,301

75,230

78,802

79,154

84,799

92,062

100,986

109,979

118,723

125,786

60,694

66,214

71,345

77,265

83,174

90,548

100,593

110,545

119,679

129,834

10,607

9,016

7,457

1,889

1,625

1,514

393

△566

凸956

△4,048
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資産 総額 は1,544億 円で,前 年 度 末 に比 べ37億 円 の減 少 とな っ て い る。 この

うち,固 定 資 産 は1,240億 円 で あ り,前 年 度 末 に 比 べ7億 円 の減 少 と な って

いる。 この ほか,流 動 資 産 は294億 円 で,30億 円 の減,特 定 資 産 及 び 繰延 勘

定 は10億 円 で,前 年 度 とほ ぼ 同 額 とな っ てい る。

負債総 額 は615億 円,資 産 総 額 に 対 し39,8%で,前 年 度 末 に比 べ4億 円 増

加 とな って い る。 この うち,放 送 債 券 は89億 円,長 期 借 入 金 は318億 円で あ

る。

また,資 本 は929億 円 で あ り,前 年度 末 に比 べ40億 円の 減 少 と な っ て い

る。 これ は 当 期 事 業 収支 差 金が40億 円の 赤 字 とな った た め で あ る。

第2-5-17表NHKの 貸借 対照表

(単位:百 万 円)

科 目

産

産

産

産

資

資

資

資

劉

定
定
延

産資

流

固

特

繰

(

48年 度 末49年 度 末

32,355

124,767

886

78

29,387

124,030

886

114

増 △ 減

△2,968

△737

0

36

資産 の 部 合 訓 158,086 154,417i △3,669

(畿債及び資本の)

流 動 負 債

固 定 負 債

(負 債 合 計)

資 本

積 立 金

当期事業収支差金

(資 本 合 計)

15,575

45,591

(61,166)

75,000

4,052

17,868

(96,920)

16,429

45,091

(61,520)

75,000

21,920

04,023

(92,897)

854

△500

(354)

O

l7,868

△21,891

(醐,023)

負債及び資本合計 :58,086 154,417 △3,669

(2)民 間 放 送

民間放送の収入は,主 として企業の広告費に依存している。広告費の国民

総生産に占める割合は,こ こ数年1%を 割 り,漸 減傾向にあるが,49年 は例
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年 に な く大 き く落 ち込 ん だ 。広 告 費 の うち,ラ ジオ,テ レビを 媒体 とす る広

告 に 投 入 され る金額 の総 広 告費 に 占 め る割 合 は,こ こ10年36%～38%の 間に

あ った が,49年 は38.2%と 微 増 した。

国 民総 生産 と ラ ジオ収 入及 び テ レ ビ収 入 との 関係 は 第2-5-18表 及 び 第2

第2-5-18表 国民総生産 と

年 度
国 民 総 生 産

金 額(A)け 旨 数

ラ ジ オ 収 入

金 額(B)指 数

テ レ ビ

金 額(C)

31 99,・・gl 1・・1 13一 1・・1 35

32 112,489 1131 157 12・1 68

33 ・7,85・1 118 1591 12一 ll8

34 136,089 137 161 123 264

35 162,・7・1 163i 17・1 130 406

36 198,5281 200 170 130 589

37 216,5951218 15gl 1211 698

38 255,92一 2571 16一 123 898

39 296,61gl 2981 16・1 122 1,042

40 328,1251 330 148 Il3i 1,083

41 384,49引 386 170 130 1,257

42 453,22一 4551 ・・8} 159 1,525

43 533,68・1 536 247t 18gl 1,728

44 629,・ ・21 6331 316} 241 2,185

45 732・372i 73司 398 ・・41 2,660

46 814,4641 818 43捌 33・1 2,858

47 955,6441 96・1 4ggl 38一 3β04

48 1,177,215 1,・831 ・。・1 463 4,018

49 1・359,・ ・311・3661 664i ・・71 4,400

(注)ラ ジオ収入及 びテ レビ収入は,日 本民間放送連盟資料に よる。
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-5-19図 の とお りで あ る。

49年 度 の経 営 状 況 に つ い て み る と,不 況 の深 刻 化 に 伴 っ て,自 動 車,家 電,

繊維 等大 手 の広 告 の手 控 え と一 般 の 緊 縮 ムー ドの影 響 を うけ て収 入 は 伸 び 悩

ん だ一 方,物 価 の高 騰 に よ って 番 組 制 作 費や 入 件 費 等 が 上 昇 し,費 用 の 伸 び

ラジオ ・テ レビ収入の推移

(単位:億 円)

収 入

指 数

ラジオ収入 ・テ レビ収入合計

金 額(D)指 数

B/A C/A D/A

1・・1 1661 1。・i O.13% …4%1 0.17%

1941 225 136 0.14 …61 Q,20

3371 277 1671 。・131 ・1・1 0.24

754t 4251 256 ・・121 ・・1gl 0.31

1,16・1 5761 347 0.10 0.25 0.36

1,683 759 457 0.09 ・…1 0.38

1,994 8571 5161 O.07 0,32 0,40

亀5661 1,・5gi 638 0.06 0.35 0.41

2,977 1,202 7241 ・。・1 ・・351 0.41

3,094 1,232 742 0.05 0.33 0.38

3,591 1,427 86。 【 O.04 ・・331 0.37

4,357 1・7331 1,・441 …51 ・・341 0.38

店937i 1,975i 1,19・1 0.05 ・・321 0.37

・・243[ …111…7 …1 。・35i 0.40

7,600 ・,・5811,嗣 ・ ・・5} ・361 O。42

・・1661 3,290 1,982 0,05 ・・351 O.40

9,440 ・,・・司 ・29一 0,05 ・・351 O.40

11,480 ・,624t乙786 。・・51 ・34i 0.39

1・57一 5,064 ・,・511 …1 ・・321 0.37
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第2-5-19図 国民総生産 とラジオ ・テ レビ収入の推移

20,00D

10,000

5,000

1,000

500

指

数

10031323334353637383940414243444546474849

年 度

が大きかった。このため,利 益は前年度に比べ大きく落ち込んだ 会 社 が多

く,105社 中中波放送単営社及び創業後日の浅いUHFテ レビジ 寄ン放送単

営社等の10社 が赤字を計上した。 しか し,成 長期にあるUHFテ レビジョソ

放送単営社やFM放 送単営社は比較的業績がよく,配 当を開始 したもの,増

配を行ったものもある。

なお,49年 度の収支状況の概要は第2-5-20表 のとお りである。

一
(31年度;100)

/

。_//

"ノ
,/
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.ノ

!ρ一
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ノ/国 民総 生産ノ'1
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/ノ/
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第2-5-20表 民間放送事業者の収支 状況

(単位:百 万円)

動 一一型ミ

欝 矧 縮 社
男 磁 ビ兼(離

嬰 馳 ビ兼(雛

営 業
収 入

217,032

213,390

3,642

営業外
収 入

10,353

10,277

76

卜曽誉口

227,385

223,667

3,718

営 業
費 用

196,163

[92,817

3,346

営業外費
用

8,651

8,442

209

十
二
一両

204,814

201,259

3,555

利益

22,571

22,408

163
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テ レビジョン 単 営 社

放送

VHFテ レビ 単 営 社
ジョン放送(14社)

UHFテ レビ 単 営 社
ジョン放送(38社)

266,724

207,457

59,267

8,105

6,884

1,221

274,829

214,341

60,488

241,160

191,634

49,526

ll,738

7,789

3,949

252,898

199,423

53,475

21,931

14,918

7,013

霧繕 嚢}轄 社
31,ll3 1,829 32,942 29,005 1,080 30,085 2,857

中波放 送 単 営 社(12社)

短波放 送 単 営 社(1社)

超短波放送単営社(4社)

25,2511,404

1,433377

4,42948

26,65523,7921,003

1,8101,52634

4,4773,68743

24,7951,860

1,560250

3,730747

合 計(105社)514,86920,287535,156466,32821,469487,79747,359

(注)1.本 表 は,各 民 間 放 送 事業 者 の50年3月 を 最終 とす る最 近1か 年 間 の 収 支

決 算報 告書 に よ り集 計 した もの で あ る 。

2.フ ァー ・イ ース ト・ブ ロー ドキ ャス テ ィング ・ヵ ソパ ニー,㈱ 東 日本放

送 及 び㈱ テ レ ビ新 広 島 を 除 く。

第3節 有 線 放 送

1有 線 ラジオ放送

49年度末における有線 ラジオ放送施設は7,650施 設であって前年度末に比

べ119施 設の増 となっている。

有線ラジオ放送には,農 山漁村において地域の事情や農事関係のニュース

を流すものあるいはこれらの業務 とラジオの共同受信を併せ行っ て い る も

の,街 頭において宣伝広告を行 うもの及び都市において飲食店等に音楽を送

るものがある。

農山漁村において地域の情報や農事関係のニュースを流している有線ラジ

オ放送あるいはこれ らの業務とラジオの共同受信を併せ行っている有線ラジ

オ放送には,こ のような業務のみを行っているものと,更 にこのような業務

のほか電話業務をも行 う有線放送電話とがある。49年度末現在,前 者は4,313
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第2-5-21表 都 道府県別有線 ラジオ放送施設数

(49年度末現在)

都 道 府 県 別 施設数 都 道 府 県 別 施設数 都 道 府 県 別 施 設 数

北 海 道 221 石 川 207 岡 山 169

青 森 133 福 井 46 広 島 339

岩 手 116

1

山 梨 56 山 口 170

宮 城 82 長 野 246 徳 島 65

秋 田 38 岐 阜 102 香 川 89

山 形 76

1

静 岡 163 愛 媛 429

福 島 63 愛 知 249 高 知 128

茨 城 93 三 重 310 福 岡 278

栃 木 70 滋 賀 69 佐 賀 105

群 馬 103 京 都 80 長 崎 81

埼 玉 120 大 阪 151 熊 本 243

千 葉 137 兵 庫 249 大 分 58

東 京 388 奈 良 107 宮 崎 75

神 奈 川 246 和 歌 μ」 231 鹿 児 島 496

新 潟 97 鳥 取 488 沖 縄 38

富 山 67 島 根 83 計 7,650
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施設 で あ って 前 年 度 末 に 比べ315施 設 の増,後 者 は1,373施 設 であ って 前年

度 末に 比 べ183施 設 の減 とな っ て い る。 街 頭 放 送 を 行 っ て い る もの は,49年

度 末現 在1,505施 設 で あ り,前 年 度 末 に 比 べ5施 設 の減 とな って い る。

都市 に お い て 飲 食 店等 に音 楽 を 流 す もの は,有 線音 楽 放 送 と通称 され,49

年度 末 現 在459施 設 で前 年 度 末 に 比 べ5施 設 の減 とな っ て い る。

有線 ラ ジオ放 送 の 都道 府 県 別 施 設 数 は 第2-5-21表 の とお りで あ る。

2有 線 テレビジ ョソ放送

有線テレビジョン放送は,30年 ごろからテレビジョン放送の共同受信施設

として急速に普及し今日に至っているが,48年1月1日 か ら有線テレビジョ

ン放送法が施行されたことにより,施 設の規模が引込端子数501以 上を有す

る有線テレビジョソ放送施設については,郵 政大臣の許可を,ま た,引 込端

子数51以上で500以 下の施設及び50以下の施設で自主放送を行 うものは,業

務の開始の届出を要することとなっている。

有線テレビジョン放送の受信者は,許 可施設,届 出施設及び業務の開始の

届出を要しない施設(引 込端子数50以 下でテ レビジョン放送の再送信のみを

行 うもの)の 受信者を合わせると49年度末で約124万 と推定される。

49年度末現在の有線テレビジョソ放送施設(許 可施設,届 出施設)の 都道

府県別施設数は,第2-5-22表 のとお りであり,兵 庫県,東 京都,岐 阜県,

京都府等が比較的多 くなっているが,こ れらの地域では地形による難視聴の

解消,高 層建築物等による受信障害の解消,番 組の多様化等に対する需要が

多い結果 と考えられる。

(1)届 出 施 設

49年度末現在の届出に係る有線テレビジョソ放送施設は,7,514施 設であ

って前年度に比べ1,014施 設(13.5%)の 増 となっているが,特 に,都 市の

高層化の進んでいる東京,大 阪及びその周辺の地域,山 陽新幹線が建設され

た地域等における増加の傾向が著しい。

届出施設における有線テレビジョソ放送の運営主体は,そ のほとんどが受
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第2-5-22表

論

都道府県別有線テレビジョン放送施設数

(49年度末現在)

計届出施設許可施設都 道府 県

 

計届出施設許可施設都道府 県

町

鋤

博

靭

98

脚

85

隅

㎜

㎜

燭

㎜

27

脳

脚

㎜

82

牌

隅

鴎

%

吻

30

㎜

鵬

彫

伽

%

卸

85

鵬

加

刎

鵬

㎜

24

㎜

陽

鵬

79

隔

鵬

鴎

95

伽

29

0

2

0

9

0

5

0

1

9

2

2

3

3

1

1

6

3

2

0

3

0

3

1

賀

都

阪

庫

良

山

取

根

山

島

口

島

川

媛

知

岡

賀

崎

本

分

崎

島

縄

歌

児

滋

京

大

兵

奈

和

鳥

島

岡

広

山

徳

香

愛

高

福

佐

長

熊

大

宮

鹿

沖

7,6707,514156

 

計

捌

%

限

%

隣

田

m

脂

53

圃

四

偽

謝

㎜

隣

32

脇

旧

㎜

㎜

枷

獅

"

励

刎

%

鵬

%

偽

囲

加

貯

刮

鴎

刀

⑳

説

捌

必

32

83

旧

男

鵬

枷

脚

鵬

鴎

13

0

1

0

0

0

1

1

2

2

2

3

7

8

0

0

0

0

9

5

3

27

11

5

道

森

手

城

田

形

島

城

木

馬

玉

葉

京

川

潟

山

川

井

梨

野

阜

岡

知

重

海

奈

北

青

岩

宮

秋

山

福

茨

栃

群

埼

千

束

神

新

富

石

福

山

長

岐

静

愛

三
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信者 に よ って 構 成 され た法 人格 の な い社 団 で あ り,こ れ らの 社 団 の うち43.1

%に 当 た る3,242施 設(NHK調 べ)は,NHKと 地 元 住 民 団 体 が共 同 で施

設 を設 置 運 営 して い る もの で あ る。 これ らの施 設 の行 っ て い る業務 は,テ レ

ビジ ョン放 送 の 難 視聴 解 消 を 目的 とす る同 時 再 送 信が 圧 倒 的 多 数 を 占め て い

る。

料 金 は,NHK辺 地 共 同受 信 施 設 にお い て は,契 約 料(加 入 金)に つ い て

は5,000円 以 上1万 円 まで の ものが 多 い のに 対 し,NHK辺 地 共 同受 信 施 設

以 外 の施 設 に お い て は,1万 円 以上2万 円 まで の ものが 多 く,ま た,利 用 料

につ いて は,両 者 と も月額100円 以 下 の もの が多 い。

なお,都 市 に お い て 高 層建 築 物 等 に よ って生 じた 受 信障 害 を解 消 す る た

め,ビ ル の 建 築 主 等 原 因者 に よっ て設 置 され た いわ ゆ る補 償施 設 を任 意 団 体

が 管理 運 営 して い る もの に あ っ て は,契 約 料 は 無料,利 用料 は 月額50円 あ る

い は100円 程 度 と して い る も のが 多 い 。

(2)許 可 施 設

49年 度 末 現 在 の 許 可施 設 の数 は,156施 設 で あ って 前 年 度 末 に比 べ7施 設

(4.5%)の 増 とな って い る 。

その 運 営 主 体,施 設 の規 模 等 は,次 の とお りで あ る。

ア.運 営主 体 及 び規 模

運 営 主 体 別 及 び規 模 別 に み た 施 設 数 は,第2-5-23表 の とお りで あ るが,

運営 主 体 別 で は任 意団 体 に よ る もの が101施 設 で あ って,許 可 施 設 総 数 の

64.7%を 占 め,次 い で営 利 法 人,地 方公 共 団 体,農 協 等協 同組 合 の順 とな っ

て お り,施 設 の規 模 別 では,営 利 法 人 に よっ て運 営 され る もの に大 規 模 な も

のが 見 受 け られ,最 大 の も のは 引 込 端子 数1万8,480と な って い る。

イ。業 務

業 務 別 に み た施 設 数 は,第2-5-24表 の とお りであ るが,そ のほ とん どが

テ レビ ジ ョン放 送 の再 送 信 を 行 うもの で あ り,自 主放 送 を 行 う ものは 極 め て

わ ず か で あ る。

再 送信 を 行 うもの の 目的 は,第2-5-25表 の とお りで 届 出施 設 の場 合 と
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第2-5-23表 運 営主体別 ・規模別有線テ レビジ ョン放 送施設数

(49年度末現在)

運 営 主 体

営 利 法 人

任 意 団 体

地方公共団体

施設の規模(引 込端子の数)

1,000

以 下

li

74

3

1,001
～3

,000

3,001
～5

,000

15 4

27

3 1

5,001
～1万

2

1万 以上

2

十…面

34

101

7

構成比

(%)

21.8

64.7

4.5一
特 殊 法 人

農協等協同組合

そ の 他

計

1

3

2

95

1

1

50 6

1

3 2

1

5

3

156

O.7

3。2

1.9

100

(注)運 営主体 の 「そ の他」は,個 人が設置 してい るものであ る。

第2-5-24表 業務別有線テ レビジ ョン放 送施設数

(49年度 末現在)

区 別

再 送 信

再 送 信,自 主 放 送

自 主 放 送

十
二
一.ロ

施 設 数

138

17

1

156

構 成 比(%)

88.5

10.9

0.6

100.0
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同様難視聴解消を目的としているものが多い。

なお,営 利法人等による大規模施設は,主 として番組の多様化を 目的とし

ているものである。

第2-5-25表 再送信業務 の 目的別施設数

(49年度末現在)

区 別

難 視 聴 解 消

難視聴解消 ・番組多様化

番 組 多 様 化

美 観 ・管 理 上

施 設 数

93

25

36

1

構 成 比(%)

60。0

16.1

23.2

0,7一
(注)1.難 視聴解 消を 目的 とす るもの とは,当 該有線 テレビジョ

ソ放送 施設 のある地域を放送エ リアとす るテレビジョン放

送が,山 や建物等に よって受信が困難 となるため,有 線テ

レビジ ョン放送に よ り再送信する ものをいい,い わゆ る区

域内再送信 である。

2.番 組多様 化を 目的 とす るもの とは,地 元 のチャソネルが

少ないため当該有線 テ レビジョン放送 施設 のある区域を放

送エ リア としない遠方の テレビジョン放送事業者の放送番

組を受信 し再送信す るものをいい,い わゆる区域外再送信

である。

ウ.料 金

料 金 は運 営 主 体,設 置 目的,施 設 の規 模 の 大 小 に よ っ て異 な る傾 向 を示 し

てい るが,契 約 料 につ いて は1万 円 以 上2万 円 ま での もの が 最 も多 く,次 い

で2万 円 以 上3万 円 まで の もの とな って お り,ま た,利 用料 につ い て は100

円以 上200円 ま での もの が 最 も多 く,次 い で300円 以上500円 まで の もの とな

っ て い る 。
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また,料 金額の傾向としては,営 利事業 として番組の多様化のための再送

信を行 う施設に比較的高額のものがみられるのに対し,都 市におけるいわゆ

る補償施設にあっては,契 約料,利 用料 とも無料ないし比較的低額なものが

一般的である。

エ.自 主放送

自主放送を行 うものは,49年 度末現在において17施 設となっているが,こ

のうち16施設は,自 主放送を再送信 と併せ行っているものである。 自主放送

番組の内容は,地 元公共団体や農業協同組合か らのお知 らせ,地 域のニュー

ス等が一般的である。

なお,自 主放送について特別の料金を受信者か ら徴するものは見受けられ

ず,通 常の料金のほか広告料等により賄われている。


